
児童生徒等及び職員の 
健康診断マニュアルについて 

変更点及び留意点 

1 



学校保健安全法施行規則一部改正 

児童生徒等の健康診断 
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マニュアルのポイント 

第２章  
 健康診断時に注意すべき疾病及
び異常 
①整形外科関連 
②眼科関連 
③耳鼻咽喉科関連 
④皮膚科関連 
⑤歯科口腔外科関連 
⑥内科関連 
⑦産婦人科関連 
⑧精神科関連 

第１章  
 健康診断の実際 
①健康診断の目的と位置づけ 
②定期健康診断の流れ 
③保健調査・日常の健康観察 
④検査項目及び実施学年 
⑤方法及び技術的基準 
⑥その他 
⑦総合評価・事後措置 
⑧健康相談・保健指導 
⑨健康診断結果の活用 
⑩成長曲線の活用 

印刷方法 
日本学校保健会ホームページ⇒学校保健ポータルサイト⇒ 
日本学校保健会発行物（デジタルアーカイブ）⇒電子Book 



健康診断の目的・役割 ｐ９ 

①疾病をスクリーニングし、健康状態を把握する。 

②健康課題を明らかにし健康教育に役立てる。 

Ｐ１０  
イ 検査の項目 
 学校保健安全法施行規則に規定された項目について実施する 
  
 法以外の項目を実施するときの留意点 
  →健康診断の趣旨や目的に沿って設置者及び学校の責任で実施 
  ・実施目的と義務付けでないことを明示し、保護者に周知 
  ・理解と同意を得て実施 

Ｐ１２ 
✻８ 健康診断の結果は心身に疾病や異常が認められず、健康と認 
   められる児童生徒等についても、事後措置として通知する 
    →児童生徒等の健康の保持増進に役立てる 
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健康診断の実施体制 

• 健康診断は限られた時間の中で行うため、より充実した健康診断にするた

めに、事前の準備が重要。学校全体として健康診断に取り組む。 

• 学校医・学校歯科医がより効果的に健康診断を行うためには、担任や養護

教諭等が事前に保健調査や学校生活管理指導表等で子供の健康状態を把握

し、学校医・学校歯科医に伝えることが非常に重要である。 

• 健康に関する情報を保護者に提供してもらうことが、保護者の問題意識と

学校の健康診断とをつなぐ大事な架け橋になるとともに、学校においても、

本当に必要な情報が何であるかについて、認識を深めることができる。 

• 学校医・学校歯科医による身体診察について、診療上必要な事項は、プラ

イバシーの保護という観点に配慮しつつも、子供や保護者の理解を求めて

いくことが必要である。 
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今後の健康診断の在り方等に関する意見（抜粋） 



保健調査票について Ｐ１３～ 

• 保健調査実施時期 

  小学校入学時及び必要と認めるとき 

      →全学年で実施（小・中・高校・特別支援） 

• マニュアルP14にある様式はあくまでも参考例であり、内容については学
校医等と十分検討し作成する。 

• P16 眼科 項目25 

  「色まちがいすることがある」→色覚特性のきづき 

• P16 整形外科 項目39～44の挿入 

• p17  

 「家庭でできる姿勢の検査」 
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保健調査票の活用 
家庭や地域における児童生徒等の生活
の実態を把握 

保護者の問題意識と学校の健康診断と
をつなぐ大事な架け橋 
 
 

 

健康診断を的確かつ円滑に実施するために 

重 要！ 
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保健調査票作成上の配慮事項 P17 

• 学校医・学校歯科医等の指導助言を得て作成する。 

• 地域や学校の実態に即した内容のものとする。 

• 内容・項目は精選し、活用できるものとする。 

• 集計や整理が容易で客観的分析が可能なものとする。 

• 発育・発達状態や健康状態及び生活背景をとらえることがで
きるものとする。 

• 個人のプライバシーに十分配慮し、身上調査にならないよう
にする。 

• 継続して使用できるものとする。 
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発育の評価 

• 子供の成長を評価する上では、座高より身長
曲線・体重曲線の方がより重要 

• 座高の検査を必須項目から削除 

• 成長曲線の活用 
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一人一人の児童生徒等特有の成長を評価 

栄養状態の変化、低・高身長、性早熟症
等の早期発見 

目で見てわかり、児童生徒等及び保護者
も容易に理解 

成長曲線と肣満度曲線を併用して、肣満
や痩せの状態をわかりやすく評価 



【四肢の状態】 H17のマニュアルにも四肢の状態を含むと標記されて 

   P26      いたので、今回初めての記載ではない。 

保健調査票(家庭からの情報） 

① 背骨が曲がっている 

② 腰を曲げたり、反らしたりする
と痛みがある 

③ 上肢に痛みや動きの悪いところ
がある 

④ 膝に痛みや動きの悪いところが
ある 

⑤ 片脚立ちが5秒以上できない 

⑥ しゃがみこみができない 

健康診断(学校医による視触診） 

• 脊柱側弯の検査 Ｐ26 

• 入室時の姿勢 

• 歩行等の情報 

日常的な健康観察 

• 体育担当者（担任） 

• クラブ活動担当者 

留意事項を参考に学校
医と検査内容を検討 

学業を行うのに支障があるような 
疾病・異常等の疑いあり 

 
 

医療機関での検査（専門医の判定） 
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学校における運動器検診の流れ 
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家庭における観察 
保健調査票 

学校における観察 
健康観察､体育･部活動等の担当者情報 

背骨が曲
がっている 
※全員検診 

腰を曲げたり、反らしたりすると痛みあり 
腕、脚を動かすと痛みあり 

腕、脚に動きの悪いところあり 

片脚立ち5秒できない 
しゃがみこみ不能 

運動器検診保健調査票の活用 
学校⇒家庭⇒学校 

体づくり支援 
トレーニングのリーフレット等 

内科検診時に学校医検診 

医療機関(整形外科等)受診 

診断名を健康診断票に記入 
学校生活において配慮が必要な場合は全職員で共通理解 

学校及び家庭において
経過観察を行う。 
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保健調査票記載事項の確認図 P26､27 

「児童生徒等の健康診断
マニュアル」については、
日本学校保健会ポータル
サイトからダウンロード
可能 
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運動器検診保健調査票 P28 
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四肢の状態の事後措置について 

•脊柱 

•腰椎 腰 
•肤 ・肘 

•手 上肢 
•股関節 ・膝 

•足関節 ・足 下肢 
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痛み 

変形 

運動制限 

学校医判定 

治療勧告 

専門医 
（整形外科） 

保護者 
（児童生徒） 

受診 学校 保護者
報告 

・健康診断票に記入（脊柱・胸郭・四肢の項目） 
・学校及び家庭での経過観察と支援 

保健調査票や観察によるスクリーニング 



【耳鼻科】P39 

所見Ａ(早期受診） 

• 保健調査の内容 

• 選別聴力検査結果 

• 健康診断時の視診、聴診 

• 症状あり 

 

 早急に専門医受診指示 

所見Ｂ(保護者通知） 

• 視診、聴診上所見あり 

• 程度や症状が軽度 

 

 

 問診や保健調査の内容を踏
まえて、保護者に通知 

学校医に相談のうえ 

アレルギー疾患などは完治は難しく、
季節により症状の出方に違いがある
ことから、症状がひどいときに受診
するよう指導する場合がある 
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【色覚】 P57 

文部科学省通知 P112 

①平成14年に必須項目から削除さ
れた背景を理解する。 

②子供たちが色覚の特性を知らな
いまま不利益を受けないよう積極
的に周知を図る。 

 

色覚検査の希望調査例 P59 

• 検査を受ける児童生徒等が特別視され
ないように配慮するとともに、本人が
嫌な思いや恥ずかしい思いをしないよ
う、態度や言葉遣いに注意。 

• 進学や就職で不利益を受けないよう、
希望者には適切な時期に色覚の検査が
受けられるような体制を整える。 

• 学習指導等を行う場合は、どのような
支障があるか日常観察等を通じて把握
するとともに、プライバシーを尊重し、
劣等感を与えないよう適切に配慮する。 

• 将来に希望を持ち、自己の個性の伸長
を図ることを目指す。 

• 検査表は変色を避けるため、使用後は
暗所に置くなどして保管に留意。5年
程度で更新。 

 

検査結果の保護者通知例 P60 

留意事項 
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色覚検査の学年一斉実施 
を求めるものではない 



【寄生虫卵】 p61  ～必須項目から削除～ 

• 1958年学校保健法制定時は小学生の陽性率が６３．９％で「国民病」
とされた。 

• 衛生環境の改善により、2001年に１％を切り、2014年に0.1％になっ
た。現在、ぎょう虫は、通常の衛生教育で十分に対応できる病気とされ
ている。現状の寄生虫の状態を鑑みると、手洗いや清潔の保持という基
本的な衛生教育を引き続き徹底することにより、寄生虫卵の検査を省略
してもよいと考えられる。 

• しかしながら、寄生虫卵検査の検出率には地域性があり、陽性者が多い
地域もある。それらの地域においては、今後も検査の実施や衛生教育の
徹底などを通して、引き続き、寄生虫への対応に取り組むべきである。
また、寄生虫についての基本的な知識をまとめた資料等が必要だと思わ
れる。 
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【総合評価、事後措置】 P62 

総合評価 

• 検査結果、保健調査票、健康観察
も含めて、総合的な健康状態を把
握評価 

 

  学校医・学校歯科医 

事後措置 学校保健安全法施行規則 第９条 

• 疾病の予防措置 

• 必要な医療につなぐ 

• 必要な検査、予防接種等を受ける 

• 療養のため必要な期間、学校おいて
学習しないよう指導 

• 特別支援学級への編入について指導
と助言 

• 学習または運動・作業の軽減、停止、
変更等を行う 

• 修学旅行、対外運動競技等への参加
を制限 

• 机又は腰掛の調整、座席の変更及び
学級の編成の適正 

• 発育、健康状態等に応じて適当は保
健指導を行う 

結果の通知（全員に！） 

• 項目ごとに通知 

• 実施項目をまとめて通知 

   
健康の保持増進に役立てる 
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健康診断結果の活用  p67 

1. 保健管理における活用 

  ①心身の健康における活用 

  ②環境の管理における活用 

2. 保健教育における活用 

  健康診断はスクリーニングされた疾病・異常の予防や措置に対する指導にとど 

 まらず、児童生徒等が自らの健康問題を認識し、どうすればより健康な生活を送 

 ることができるか、そのためには、どう行動すべきかを指導することが重要であ 

 る。学校における保健教育はこれらを踏まえて展開する必要がある。 

  ①教科指導における活用 

  ②特別活動における活用 

  ③その他の指導における活用 

3. 組織活動における活用 

  ①学校保健委員会 

  ②関係機関との連携 

20 

 各学校での健康診断は、学校全体の結果を集
計・分析することにより、当該学校としての傾
向や課題等を明らかにすることができる。また、
そのことを学校における健康教育の推進に生か
すことは、健康診断を実施する目的でもあり、
ひいては、児童生徒等自らが生涯を通しての健
康づくりに取り組むための重要な教材となる。 
 家庭、地域社会党の教育力を充実する観点か
ら、学校と家庭、地域社会を結ぶ組織として学
校保健委員会を機能させることが必要である 


